
地
方
公
営
企
業
と
は

公
営
企
業
の
現
状

 

■ 

料
金
収
入
の
減
少 

　
急
速
な
人
口
減
少
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

　
急
速
な
人
口
減
少
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

需
要
の
減
少
に
伴
い
、
料
金
収
入
が
減

需
要
の
減
少
に
伴
い
、
料
金
収
入
が
減

少
し
て
い
ま
す
。

少
し
て
い
ま
す
。

 

■ 

投
資
額
の
増
大 

　
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
整
備
さ
れ

　
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
整
備
さ
れ

た
施
設
な
ど
の
老
朽
化
に
伴
い
、
施
設

た
施
設
な
ど
の
老
朽
化
に
伴
い
、
施
設

の
最
適
化
を
図
り
つ
つ
実
施
す
べ
き
更

の
最
適
化
を
図
り
つ
つ
実
施
す
べ
き
更

新
、
耐
震
化
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
、

新
、
耐
震
化
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
、

近
年
大
規
模
化
し
て
頻
発
す
る
自
然
災

近
年
大
規
模
化
し
て
頻
発
す
る
自
然
災

害
へ
の
対
策
な
ど
の
た
め
、
投
資
の
増

害
へ
の
対
策
な
ど
の
た
め
、
投
資
の
増

大
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

大
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
大
き
な
経
営
環
境
の
変
化

　
こ
う
し
た
大
き
な
経
営
環
境
の
変
化

だ
け
で
は
な
く
、
経
費
負
担
原
則
に
も

だ
け
で
は
な
く
、
経
費
負
担
原
則
に
も

と
づ
き
、
繰
出
金
を
負
担
し
て
い
る
一

と
づ
き
、
繰
出
金
を
負
担
し
て
い
る
一

般
会
計
に
つ
い
て
も
、
厳
し
い
財
政
状

般
会
計
に
つ
い
て
も
、
厳
し
い
財
政
状

況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
に
お
い
て

況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
に
お
い
て

も
財
政
状
況
が
厳
し
く
、
上
・
下
水
道

も
財
政
状
況
が
厳
し
く
、
上
・
下
水
道

事
業
な
ど
公
営
企
業
の
ハ
ー
ド
整
備
を

事
業
な
ど
公
営
企
業
の
ハ
ー
ド
整
備
を

促
進
し
て
き
た
公
共
事
業
費
は
縮
減
し

促
進
し
て
き
た
公
共
事
業
費
は
縮
減
し

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

料
金
改
定
の
検
討

●
水
道
事
業
で
は
…

●
水
道
事
業
で
は
…

　

適
正
な
水
道
料
金
の
改
定
に
向
け

　

適
正
な
水
道
料
金
の
改
定
に
向
け

て
、
各
地
区
の
市
民
の
代
表
者
な
ど
で

て
、
各
地
区
の
市
民
の
代
表
者
な
ど
で

構
成
さ
れ
て
い
る
「
仙
北
市
水
道
運
営

構
成
さ
れ
て
い
る
「
仙
北
市
水
道
運
営

審
議
会
」
へ
令
和
４
年

審
議
会
」
へ
令
和
４
年
11
月
に
諮
問
し
、

月
に
諮
問
し
、

現
在
も
慎
重
な
審
議
を
継
続
し
て
い
ま

現
在
も
慎
重
な
審
議
を
継
続
し
て
い
ま

す
。
す
。

●
下
水
道
事
業
で
は
…

●
下
水
道
事
業
で
は
…

　
適
正
な
下
水
道
使
用
料
へ
と
見
直
す

　
適
正
な
下
水
道
使
用
料
へ
と
見
直
す

た
め
、
学
識
経
験
者
や
市
民
の
中
か
ら

た
め
、
学
識
経
験
者
や
市
民
の
中
か
ら

委
嘱
を
受
け
た
委
員
の
皆
さ
ん
で
構
成

委
嘱
を
受
け
た
委
員
の
皆
さ
ん
で
構
成

さ
れ
る
「
仙
北
市
下
水
道
使
用
料
等
検

さ
れ
る
「
仙
北
市
下
水
道
使
用
料
等
検

討
委
員
会
」
へ
令
和
３
年

討
委
員
会
」
へ
令
和
３
年
1111
月
に
諮
問

月
に
諮
問

し
、
現
在
も
慎
重
な
審
議
を
継
続
し
て

し
、
現
在
も
慎
重
な
審
議
を
継
続
し
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

　
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な

　
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な

経
営
を
し
て
い
く
た
め
に
は

経
営
を
し
て
い
く
た
め
に
は
財
源
財
源

の
確
保
が
重
要

の
確
保
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た

で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
め
に
適
正
な
料
金
水
準

適
正
な
料
金
水
準
を
設
定
す

を
設
定
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現行料金　1 か月あたり 20㎥使用

水道料金〈口径13㎜〉 3,795円
下水道使用料〈集排含む〉 2,750円

配
水
管
漏
水
の
様
子

➡

水
道
事
業
の
今
後

　
施
設
や
管
路
の
多
く
が
更
新
時
期
を
迎
え
、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ

　
施
設
や
管
路
の
多
く
が
更
新
時
期
を
迎
え
、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
取
組
と
し
て
策
定
さ
れ
た
仙
北
市
基
本
計
画
に
よ
れ

メ
ン
ト
の
取
組
と
し
て
策
定
さ
れ
た
仙
北
市
基
本
計
画
に
よ
れ

ば
、
毎
年
約
３
億
７
千
万
円
程
度
と
な
る
多
額
の
更
新
費
用
が
見

ば
、
毎
年
約
３
億
７
千
万
円
程
度
と
な
る
多
額
の
更
新
費
用
が
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。

込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
職
員
数
の
減
少
や
業
務
委
託
の
推
進
な
ど
の

　
こ
の
よ
う
な
中
、
職
員
数
の
減
少
や
業
務
委
託
の
推
進
な
ど
の

経
費
削
減
策
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
現
行
料
金
の
ま
ま
で
は

経
費
削
減
策
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
現
行
料
金
の
ま
ま
で
は

経
営
状
況
が
更
に
悪
化
し
、
赤
字
や
財
源
不
足
が
生
じ
、
安
定
し

経
営
状
況
が
更
に
悪
化
し
、
赤
字
や
財
源
不
足
が
生
じ
、
安
定
し

た
経
営
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
計

た
経
営
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
計

画
し
て
い
る
建
設
改
良
工
事
の
実
施
が
難
し
い
見
通
し
と
な
っ
て

画
し
て
い
る
建
設
改
良
工
事
の
実
施
が
難
し
い
見
通
し
と
な
っ
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

下
水
道
事
業
の
今
後

　
下
水
道
施
設
の
整
備
資
金
で
あ
る
地
方
債
（
借
金
）
の
元
利
償

　
下
水
道
施
設
の
整
備
資
金
で
あ
る
地
方
債
（
借
金
）
の
元
利
償

還
金
が
経
営
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
う
え
、
人
口
減
少
な

還
金
が
経
営
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
う
え
、
人
口
減
少
な

ど
に
よ
り
使
用
料
収
入
も
減
少
し
て
お
り
、
事
業
経
営
は
厳
し
い

ど
に
よ
り
使
用
料
収
入
も
減
少
し
て
お
り
、
事
業
経
営
は
厳
し
い

状
況
で
す
。

状
況
で
す
。

　
現
在
、
財
源
の
不
足
分
に
つ
い
て
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金

　
現
在
、
財
源
の
不
足
分
に
つ
い
て
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金

に
よ
り
補
填
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
下
水
道
事

に
よ
り
補
填
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
下
水
道
事

業
を
継
続
す
る
と
、
将
来
的
に
事
業
が
続
行
不
可
能
な
状
態
に
陥

業
を
継
続
す
る
と
、
将
来
的
に
事
業
が
続
行
不
可
能
な
状
態
に
陥

り
、
持
続
的
に
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
と

り
、
持
続
的
に
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
と

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

料
金
の
あ
り
方

地
方
公
営
企
業
法

地
方
公
営
企
業
法

第第
2121
条　
（
条　
（  

料
金
料
金  

））

　
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
公
営
企
業
の
給
付

　
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
公
営
企
業
の
給
付

に
つ
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
つ
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

22　
前
項
の
料
金
は
、
公
正
妥
当
な
も
の
で
な

　
前
項
の
料
金
は
、
公
正
妥
当
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
能
率
的
な
経
営
の
下

能
率
的
な
経
営
の
下

に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
基
礎
と
し
、
地
方
公

に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
基
礎
と
し
、
地
方
公

営
企
業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

営
企
業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。。

◆ 総務省通知により ◆

・ 水道料金については、原価主義の原則にもとづき、更新
財源や災害対策等に要する経費を適切に確保するととも
に、利用者間や世代間の負担の公平性に配慮した料金体
系を整備する必要があるとされています。

・ 下水道事業については、最低限行うべき経営努力として使用
料【月 3,000 円／ 20㎥】が前提とされています。　　　　
また、使用料が低い水準にとどまり、使用料で賄うべき経費
を一般会計からの繰入等により賄っている団体にあたって
は、早急に使用料の適正化に取り組むこととされています。

収
益
的
収
支
（
百
万
円
）

800
700
600
500
400
300
200
100
    0

 200
 150
 100
   50
     0
 ▲50
▲100
▲150
▲200

利
益
▲
損
益
（
百
万
円
）

図表1　現行料金における財政シミュレーション（収益的収支）
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図表2　現行料金における財政シミュレーション（資本的収支、資金収支）
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図表3　処理区域内人口と料金収入の推移
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図表4　事業運営費の推移 単位：千円

R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10    R11    R12

維持管理費 投資・償還元金

仙北市上下水道課（角館庁舎）　☎ 43-2296

上下水道料金の改定を検討しています

問合せ

持続可能な上下水道事業の運営に向けて

　市の上下水道事業は、地方公営企業として市民の皆さんからいただ
く上下水道料金で運営費の多くを賄っています。しかし、上下水道施
設の維持管理には多額の費用がかかるため、料金収入だけではすべて
の経費を賄いきれません。将来にわたって事業を継続して運営してい
くためには、上下水道料金の見直しが必要となっています。

　
地
方
公
営
企
業
と
は
、
地
方
公
共
団

　
地
方
公
営
企
業
と
は
、
地
方
公
共
団

体
が
一
般
的
な
行
政
活
動
の
ほ
か
に
、

体
が
一
般
的
な
行
政
活
動
の
ほ
か
に
、

水
の
供
給
や
医
療
の
提
供
、
下
水
の
処

水
の
供
給
や
医
療
の
提
供
、
下
水
の
処

理
な
ど
地
域
住
民
の
生
活
や
地
域
の
発

理
な
ど
地
域
住
民
の
生
活
や
地
域
の
発

展
に
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

展
に
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

事
業
活
動
を
行
う
た
め
に
経
営
す
る
企

事
業
活
動
を
行
う
た
め
に
経
営
す
る
企

業
活
動
の
こ
と
で
す
。
代
表
的
な
も
の

業
活
動
の
こ
と
で
す
。
代
表
的
な
も
の

が
、
水
道
事
業
、
下
水
道
事
業
、
病
院

が
、
水
道
事
業
、
下
水
道
事
業
、
病
院

事
業
な
ど
で
す
。

事
業
な
ど
で
す
。

　
地
方
公
営
企
業
は
、

　
地
方
公
営
企
業
は
、
企
業
性

企
業
性((

経
済
経
済

性性))

の
発
揮
と
公
共
の
福
祉
の
増
進
を

の
発
揮
と
公
共
の
福
祉
の
増
進
を

経
営
の
基
本
原
則

経
営
の
基
本
原
則
と
す
る
も
の
で
あ

と
す
る
も
の
で
あ

り
、
り
、
そ
の
経
営
に
要
す
る
経
費
は
経
営

そ
の
経
営
に
要
す
る
経
費
は
経
営

に
伴
う
収
入

に
伴
う
収
入((

料
金
料
金))

を
も
っ
て
充
て

を
も
っ
て
充
て

る
独
立
採
算
制
が
原
則

る
独
立
採
算
制
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま

と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
一
般
会
計
と
は
区
別

す
。
そ
の
た
め
、
一
般
会
計
と
は
区
別

さ
れ
た
特
別
会
計
を
事
業
ご
と
に
設
置

さ
れ
た
特
別
会
計
を
事
業
ご
と
に
設
置

し
、
予
算
や
決
算
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

し
、
予
算
や
決
算
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
方
公
営
企
業
法
で
は
、
そ

の
性
質
的
に
公
営
企
業
の
経
営
に
伴
う

収
入
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
経
費
や
、
収
入
の
み
を
も
っ
て
充

て
る
こ
と
が
客
観
的
に
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
補
助

金
、
負
担
金
、
出
資
金
、
長
期
貸
付
金

な
ど
の
方
法
に
よ
り
一
般
会
計
が
負
担

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
経

費
負
担
原
則
に
つ
い
て
は
、毎
年
度
「
繰

出
基
準
」
と
し
て
総
務
省
よ
り
通
知
さ

れ
て
い
ま
す
。
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